
議案第８２号 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例の制定について

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部を改

正する条例を次のように定める。

平成３０年２月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正

）

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （業務）  （業務） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 老人デイサービスセンターは、障害者総合支援

法第５条第１項に規定する障害福祉サービスのう

ち同条第７項に規定する生活介護に係る障害者総

合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービス（以下「指定生活介護」という。）を行

うことができる。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 介護保健施設サービスの入所者、短期入所

療養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び介

護予防通所リハビリテーションの利用者は、厚生

第９条 介護保健施設サービスの入所者、短期入所

療養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び介

護予防通所リハビリテーションの利用者は、厚生



労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生

労働省令に規定する費用で指定管理者（第２３条

第１項に規定する指定管理者をいう。次項並びに

第１３条、第１７条第１項、第２０条及び第２１

条において同じ。）が定める額を納付しなければ

ならない。 

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生

労働省令に規定する費用で指定管理者（第２３条

第１項に規定する指定管理者をいう。次項並びに

第１３条、第１７条、第２０条及び第２１条にお

いて同じ。）が定める額を納付しなければならな

い。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （利用定員）  （利用定員） 

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

 ２０人とし、指定生活介護を利用する者を含むも

のとする。ただし、第１号通所事業のうち市長が

別に定めるサービスに係る利用定員については、

市長が別に定める。 

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

 ２０人とする。ただし、第１号通所事業のうち市

長が別に定めるサービスに係る利用定員について

は、市長が別に定める。 

 （利用対象者）  （利用対象者） 

第１６条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用者対象者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１７条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を納付しな

ければならない。 

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

  算定した額及び厚生労働省令で規定する費用で、

  指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で、指定管理

者が定める額 

２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額及び特定費用を納付しなければな

らない。 

 前条第２項第１号に該当する者 障害者総合

支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 前条第２項第２号に該当する者 障害者総合

支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 



 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。 

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額 

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額 

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で市長が定める額 

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で、市長が定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で市長が

定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で、市長

が定める額 

 ［略］    ［略］ 

 指定生活介護の利用者は、次のア又はイに掲

げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額及び

特定費用 

  ア 第１６条第２項第１号に該当する者 障害

者総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる

額 

  イ 第１６条第２項第２号に該当する者 障害

者総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる

額 

２ 前項の場合にあっては、第９条、第１３条及び

第１７条の規定を準用する。この場合において、

第９条第１項中「指定管理者（第２３条第１項に

規定する指定管理者をいう。次項並びに第１３条、

 第１７条第１項、第２０条及び第２１条において

同じ。）」とあるのは「市長」と、第９条第２項

及び第１７条第１項中「指定管理者」とあるのは

「市長」と、第１３条中「市長の承認を得て、指

定管理者が」とあるのは「市長が」と読み替える

ものとする。 

２ 前項の場合にあっては、第９条、第１３条及び

第１７条の規定を準用する。この場合において、

第９条第１項中「指定管理者（第２３条第１項に

規定する指定管理者をいう。次項並びに第１３条、

 第１７条、第２０条及び第２１条において同じ。

）」とあるのは「市長」と、第９条第２項及び第

１７条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第１３条中「市長の承認を得て、指定管理者が」

とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。

（さいたま市年輪荘条例の一部改正）

第２条 さいたま市年輪荘条例（平成１３年さいたま市条例第１４８号）の一部を次

のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、



 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （事業）  （事業） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第７条 第３条第１項第２号に規定する者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。 

第７条 第３条第１項第２号に規定する者及び同条

第３項に規定する事業を利用しようとする者は、

あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 （利用料金）  （費用の負担） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 第３条第２項第２号に規定するセンターの利用

者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる額を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

３ 第３条第３項各号に規定するセンターの利用者

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額及び障害者総合支援法第２９条第１項に規

 定する特定費用（以下「特定費用」という。）を、



 センターの利用に係る料金として指定管理者に支

払わなければならない。 

 第３条第３項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第３条第３項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

４ 前３項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。

 （利用料金の減免）  （減免） 

第１１条 市長は、前条の規定によりホームに入所

した者又はセンターを利用する者が、天災その他

特別の事由により利用料金を支払うことが困難で

あると認めるときは、これを減額し、又は免除す

ることができる。 

第１１条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者が、天災その他特別の事由により市長

が定める額を支払うことが困難であると認めたと

きは、これを減額し、又は免除することができる。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長が年輪荘の管理を臨時に行うときに限り、新

たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が

終了するまでの間、市長は、次に掲げる使用料を

徴収する。 

 第３条第１項第２号に規定する者は、市長が

別に定める額 

 第３条第２項第２号に規定する者は、次のア

又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲

げる額 

  ア 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額及び厚生労働省令に

規定する費用で市長が定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で市長が

定める額 

 第３条第３項第１号に該当する者は、障害者

総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及

び特定費用 

 第３条第３項第２号に該当する者は、障害者

総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 及

び特定費用 

２ 前項の場合にあっては、第８条から第１０条ま

 での規定を準用する。この場合において、第８条、

 第９条及び第１０条第１項中「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、同条第２項及び第３項中「利

用に係る料金」とあるのは「使用料」と、「指定



管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものと

する。 

（さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部改正）

第３条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第

１５３号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （業務）  （業務） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。ただし、

大砂土センターにおいては、指定生活介護のうち

入浴は行わない。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第６条 第３条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。 

第６条 第３条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするもの及び同条第２項に規定す

る事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 第３条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金



る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で指定管理者が定める額 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額 

２ 第３条第２項各号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額及び障害者総合支援法第２９条

第１項に規定する特定費用（以下「特定費用」と

いう。）を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

 第３条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第３条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

３ 前２項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。

２ 前項に規定する利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）は、指定管理者の収入とする。 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第１項第２

号又は同条第２項各号に規定する者がセンターを

利用したときは次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額をセンターの使用料として徴収

する。 

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で市長が定める額 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で市長が定め

る額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額 

 第３条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及び

特定費用 

 第３条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額及び

特定費用 

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項及び第２ ２ 前項の場合にあっては、第９条第１項の規定を



項の規定を準用する。この場合において、同条第

１項及び第２項中「利用に係る料金」とあるのは

「使用料」と、同条第１項中「指定管理者（第１

２条第１項に規定する指定管理者をいう。以下こ

の条において同じ。）」とあるのは「市長」と、

「指定管理者が」とあるのは「市長が」と、第９

条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と

読み替えるものとする。 

準用する。この場合において、同項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。 

 （さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部改正）

第４条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例

第１５４号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （業務）  （業務） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。 

２ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活介護等の事業を行うことができる。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条第４項に規定する身体障害者手帳

の交付を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 前号に掲げるもののほか、市長が認める者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第６条 第２条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。 

第６条 第２条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするもの及び同条第２項に規定す

る事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。 



 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額 

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額 

２ 第２条第２項各号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額及び障害者総合支援法第２９条

第１項に規定する特定費用（以下「特定費用」と

いう。）を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

２ センターで第２条第２項に規定する事業を利用

する者は、市長が別に定める額の当該事業の利用

に係る料金を指定管理者に支払わなければならな

い。 

 第２条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第２条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部を

改正する条例の一部改正）

第５条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一

部を改正する条例（平成２９年さいたま市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第４条中第１２条の改正を次のように改める。

 （費用等の収入）  （費用等の収入） 

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用を指定管理者の

収入として収受させることができる。 

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。 

第８条中第１３条の改正を次のように改める。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定 第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定



の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号又は同条第２項各号に規定する者がセンターを

利用したときは次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額をセンターの使用料として徴収

する。 

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

市長が定める額 

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて市長が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で市長が定め

る額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額 

 第２条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及び

特定費用 

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額 

 第２条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額及び

特定費用 

 第２条第２項に規定する事業 市長が別に定

める額 

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項及び第２項中

「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同

条第１項中「指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）」とあるのは「市長」と、「指定管理者が」と

あるのは「市長が」と、第９条第２項中「指定管

理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとす

る。 

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。 

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第５条の規定は、公布の

日から施行する。


